
（別紙） 

新 旧 対 照 表 

新 旧 

４ 地域再生計画の目標 

鶴田町は青森県津軽平野のほぼ中央にあり、面積 46.38 ㎢で、東

西に 13.4 ㎞、南北に 6.75 ㎞と東西に長くのび、町の中央部を世界

遺産で有名な白神山地を源とする一級河川の岩木川が南北に流れ、

南西部には津軽富士と称される岩木山を見渡し、その麓には津軽富

士見湖がある。 

人口は 14,495 人（平成 22 年 3 月 31 日現在）で、農業を基幹産業

とする町である。基幹作目はコメとリンゴで、作付面積は町総面積

の約６割を占めているが、昭和 45 年頃からはスチューベンぶどうに

転作する農家が増え、今では 88 ヘクタールにスチューベンが作付け

され、その生産量は 1,260ｔにも及び、スチューベン品種では日本一

の生産量となっている。 

当町では、町名の由来がその昔、鶴が飛来していたことから、“再

び鶴が舞い降りるようになってほしい”と、「鶴と国際交流の里づ

くり構想」に基づき、野鳥の宝庫である津軽富士見湖畔を中心に、

自然環境の保全等を考慮した各種事業を実施してきた。 

近年、当町では都市化が進み、生活様式の変化から農業用排水路

や河川などの水質汚濁に加え、雨水流出量の増加を招き、農村の生

活環境や農産物の生産に悪影響を及ぼしている。このような状況に

対処し、緑豊かな自然環境の保全をはじめ、公共用水域の水質汚濁

防止、生活環境の保全並びに雨水排除による、生活環境の再生が急

務となっている。 

このため当町では、昭和 63 年度から汚水処理施設の整備を進めて

おり、平成 3 年度には農業集落排水施設の供用を開始、平成 4 年か

４ 地域再生計画の目標 

鶴田町は青森県津軽平野のほぼ中央にあり、面積 46.38 ㎢で、東

西に 13.4 ㎞、南北に 6.75 ㎞と東西に長くのび、町の中央部を世界

遺産で有名な白神山地を源とする一級河川の岩木川が南北に流れ、

南西部には津軽富士と称される岩木山を見渡し、その麓には津軽富

士見湖がある。 

人口は 14,725 人（平成 20 年 3 月 31 日現在）で、農業を基幹産業

とする町である。基幹作目はコメとリンゴで、作付面積は町総面積

の約６割を占めているが、昭和 45 年頃からはスチューベンぶどうに

転作する農家が増え、今では 88 ヘクタールにスチューベンが作付け

され、その生産量は 1,260ｔにも及び、スチューベン品種では日本一

の生産量となっている。 

当町では、町名の由来がその昔、鶴が飛来していたことから、“再

び鶴が舞い降りるようになってほしい”と、「鶴と国際交流の里づ

くり構想」に基づき、野鳥の宝庫である津軽富士見湖畔を中心に、

自然環境の保全等を考慮した各種事業を実施してきた。 

近年、当町では都市化が進み、生活様式の変化から農業用排水路

や河川などの水質汚濁に加え、雨水流出量の増加を招き、農村の生

活環境や農産物の生産に悪影響を及ぼしている。このような状況に

対処し、緑豊かな自然環境の保全をはじめ、公共用水域の水質汚濁

防止、生活環境の保全並びに雨水排除による、生活環境の再生が急

務となっている。 

このため当町では、昭和 63 年度から汚水処理施設の整備を進めて

おり、平成 3 年度には農業集落排水施設の供用を開始、平成 4 年か



らは新たに公共下水道事業に着手し、平成 11 年 4 月に一部供用開始

している。また、平成 18 年度からの地域再生計画により汚水処理人

口普及率 61.3%の目標数値に対し 68.7%を達成したが、依然として未

整備地区が残っており、今後、汚水処理施設のさらなる普及促進を

図るため、農業集落排水施設及び公共下水道の一体的な整備を加速

し、地域住民が安心し快適に暮らせる生活環境づくりを展開する。

こうして、河川等の水質向上により、水辺空間をはじめとした豊

かな自然環境を保全するとともに、農業用水の水質を向上させるこ

とで、安心安全な農作物の生産につなげる。さらには雨水排水整備

による農地保全に取り組みながら、施設農業の拡大やブドウ産地化

などの農業振興施策をより効果的に推進し、町の基幹産業である農

業の振興に寄与する。 

以上のような取り組みにより、住民に潤いとやすらぎを与え、水

と土を守り育む、豊かで美しいふるさとづくりを実現させ、活気に

満ちた農村環境を再生する。 

 

  【目標数値】 

・今後５年間で汚水処理施設（公共下水道 309 人、農業集落排水

施設 2,012 人）を整備し、汚水処理人口普及率を現状の 68.7%

から 83.7%に向上させる。 

 

５ 目標を達成するために行う事業 

５－１ 全体の概要 

   汚水処理施設整備交付金を活用し、生活環境の向上とともに、河 

川等の水質保全のため、公共下水道と農業集落排水施設を一体とし

た汚水処理施設の整備、処理区域の拡大、水洗化の普及促進を行う。

公共下水道は、鶴田処理区内の中野地区について認可区域の拡大

らは新たに公共下水道事業に着手し、平成 11 年 4 月に一部供用開始

している。また、平成 18 年度からの地域再生計画により汚水処理人

口普及率 61.3%の目標数値に対し 68.7%を達成したが、依然として未

整備区域が残っており、今後、汚水処理施設のさらなる普及促進を

図るため、農業集落排水施設及び公共下水道の一体的な整備を加速

し、地域住民が安心し快適に暮らせる生活環境づくりを展開する。 

こうして、河川等の水質向上により、水辺空間をはじめとした豊

かな自然環境を保全するとともに、農業用水の水質を向上させるこ

とで、安心安全な農作物の生産につなげる。さらには雨水排水整備

による農地保全に取り組みながら、施設農業の拡大やブドウ産地化

などの農業振興施策をより効果的に推進し、町の基幹産業である農

業の振興に寄与する。 

以上のような取り組みにより、住民に潤いとやすらぎを与え、水

と土を守り育む、豊かで美しいふるさとづくりを実現させ、活気に

満ちた農村環境を再生する。 

 

  【目標数値】 

・今後５年間で汚水処理施設（公共下水道 314 人、農業集落排水

施設 733 人）を整備し、汚水処理人口普及率を現状の 68.7%か

ら 75.8%に向上させる。 

 

５ 目標を達成するために行う事業 

５－１ 全体の概要 

   汚水処理施設整備交付金を活用し、生活環境の向上とともに、河

川等の水質保全のため、公共下水道と農業集落排水施設を一体とし

た汚水処理施設の整備、処理区域の拡大、水洗化の普及促進を行う。 

公共下水道は、鶴田処理区内の中野地区について認可区域の拡大



をし、（平成 21 年 10 月 7 日変更認可済み）整備するとともに、水元

1期地区（平成 18 年 1 月に事業採択通知済み）及び水元 2期地区（平

成 23 年 1 月に事業計画承認通知済み）で農業集落排水施設の整備を

進め、汚水処理人口普及率・住居環境の質の向上を図り、「潤いとや

すらぎの農村環境整備｣を進める。 

また、農業排水路の整備をはじめ、施設農業やブドウ産地化の拡

大、さらには地域住民や中学生らによる河川等の整備・利活用など

を展開し、防災、農業振興、環境保全等を図る。 

 

５－２ 法第５章の特別の措置を適用して行う事業 

汚水処理施設整備交付金を活用する事業 

 事業箇所等は別添の整備箇所を示した図面による。 

［事業主体］ 

・いずれも鶴田町 

［施設の種類］ 

・公共下水道、農業集落排水施設 

［事業区域］ 

・公共下水道     鶴田処理区(中野地区) 

・農業集落排水施設  水元 1期地区及び水元２期地区 

［事業期間］ 

・公共下水道     平成２２年度～平成２６年度 

・農業集落排水施設  平成２２年度～平成２６年度 

［整備量］ 

・公共下水道     管  路 Ｌ＝2,200ｍ 

           処 理 場 1 カ所（汚泥脱水設備） 

処理人口      309 人 

・農業集落排水施設  管  路 Ｌ＝10,600ｍ 

をし、（平成 21 年 10 月 7 日変更認可済み）整備するとともに、水元

地区で農業集落排水施設の整備を進め（平成 18 年 1 月 12 日東北農

政局長から事業採択通知済み）、汚水処理人口普及率・住居環境の質

の向上を図り、「潤いとやすらぎの農村環境整備｣を進める。 

また、農業排水路の整備をはじめ、施設農業やブドウ産地化の拡

大、さらには地域住民や中学生らによる河川等の整備・利活用など

を展開し、防災、農業振興、環境保全等を図る。 

 

 

５－２ 法第５章の特別の措置を適用して行う事業 

汚水処理施設整備交付金を活用する事業 

 事業箇所等は別添の整備箇所を示した図面による。 

［事業主体］ 

・いずれも鶴田町 

［施設の種類］ 

・公共下水道、農業集落排水施設 

［事業区域］ 

・公共下水道     鶴田処理区(中野地区) 

・農業集落排水施設  水元地区（第１期） 

［事業期間］ 

・公共下水道     平成２２年度～平成２６年度 

・農業集落排水施設  平成２２年度～平成２３年度 

［整備量］ 

・公共下水道     管  路   Ｌ＝3,000ｍ 

 

処理人口       314 人 

・農業集落排水施設  管  路  Ｌ＝6,000ｍ 



処理人口     2,012 人 

［事業費］ 

・公共下水道    事業費    400,000 千円 

（うち、交付金  209,800 千円） 

・農業集落排水施設 事業費  1,052,200 千円 

（うち、交付金 526,100 千円） 

合 計      事業費  1,452,200 千円 

（うち、交付金   735,900 千円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

処理人口      733 人 

［事業費］ 

・公共下水道    事業費    500,000 千円 

（うち、交付金 250,000 千円） 

・農業集落排水施設 事業費    562,000 千円 

（うち、交付金  281,000 千円） 

合 計      事業費  1,062,000 千円 

（うち、交付金   531,000 千円） 


